
「コープながの電気需給約款」改定旧新対照表

改定前 改定後

別表

2 燃料費調整

ロ 燃料費調整単価

燃料費調整単価は、契約種別ごとに次の算式によって算

定された値といたします。なお、燃料費調整単価の単位

は、1銭とし、その端数は、小数点以下第 1 位で四捨五

入いたします。

（ｲ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を下回る場合

＝（45,900 円－平均燃料価格）

×

（ﾛ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 45,900 円

を上回り、かつ、68,900 円以下の場合

＝（平均燃料価格－45,900 円）

×

（ﾊ）1 キロリットル当たりの平均燃料価格が 66,300 円

を上回る場合平均燃料価格は、66,300 円といたします。

＝（68,900 円－45,900 円）

×

ハ 燃料費調整単価の適用

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定さ

れた燃料費調整単価は、その平均燃料価格算定期間に対

応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用

いたします。

(ｲ) 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価

適用期間は、次のとおりといたします。
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3 契約種別および料金表

(1) ベーシックメニュー

ベーシックメニューは、当生協が小売電気事業者として

お客さまに電気を供給します。ベーシックメニューのお

申し込みに当たり、お客様には、以下の契約種別のいず

れかの契約を選択していただきます。

ニ 料金表（消費税相当額を含みます）

（従量電灯 B）
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以上

（従量電灯 C）

(2) 再生可能エネルギー100％メニュー

再生可能エネルギー100％メニューは株式会社地球クラ

ブが小売電気事業者としてお客さまに電気を供給し、販

売に係る役務を当生協が取り次ぎます。再生可能エネル

ギー100％メニューのお申し込みに当たり、お客様には、

以下の契約種別のいずれかの契約を選択していただきま

す。

ハ 料金表（消費税相当額を含みます）

（従量電灯 B）

（従量電灯 C）
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